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１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】 

 平成20年６月27日付けで提出いたしました第４期（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日）の有価証券

報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を

提出するものであります。 

 

２【訂正事項】 

第一部 企業情報 

第４ 提出会社の状況 

６ コーポレート・ガバナンスの状況 

 

３【訂正箇所】 

 訂正箇所は＿を付して表示しております。 

 

第一部【企業情報】 
 

第４【提出会社の状況】 
 

６【コーポレート・ガバナンスの状況】 

（訂正前） 

(1）～(5）省略 

 

(6）責任限定契約の内容の概要 

 当社は、社外取締役との間で、会社法第427条第１項及び当社定款に基づき、同法第423条第１項の損害賠償

責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項

に定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原

因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。 

 

(7）株主総会の決議要件 

 当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる

株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款で定め

ております。 

 また、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出

席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。 

 これらは、定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。 
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（訂正後） 

(1）～(5）省略 

 

(6）取締役及び監査役の責任免除 

 当社は、会社法第426条第１項の規定により、任務を怠ったことによる取締役及び監査役（取締役であった

者及び監査役であった者を含む）の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除する

ことができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を

十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。 

 

(7）責任限定契約の内容の概要 

 当社は、社外取締役との間で、会社法第427条第１項及び当社定款に基づき、同法第423条第１項の損害賠償

責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項

に定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原

因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。 

 

(8）中間配当 

 当社は、取締役会の決議によって、毎年９月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式

質権者に対し、会社法第454条第５項に定める剰余金の配当を行うことができる旨を定款に定めております。

これは、株主の皆様への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。 

 

(9）株主総会の決議要件 

 当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる

株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款で定め

ております。 

 また、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出

席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。 

 これらは、定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。 

 




